
議会報告会 議会に対する意見・要望（全会場とりまとめ） 
№ 意見・要望事項 処理・対応 

１ 常任委員会の出前はできないか。 
要望があれば議運にかけて対応することも可能ではないか。 
議会基本条例に規定する一般会議の活用…地域に富んだものは特に。 
他の方法がないか、議運で検討すべき…ただ行くだけでは意味がない。 

２ 議員定数が１３名になるが、本当に大丈夫なのか。 より多くの町民の皆さんと懇談を持つなど、住民意思の反映に努める 

３ 
多くの町民を集めるために会議の方法を考えるべき 
（例：女性対象に昼間の開催など） 

時間帯、呼びかけ方法、日程等を考慮する。 
会場を毎回変える（当番制）。 
対象とする団体を考えるべき。 
しっかりとした地区割りをしなければならない。 
議員自らも声を掛けて参加者を増やすべき。 

４ 今後の起債については、議員も充分責任がある。 財政状況を考え、議員の責任を自覚すべき。 

５ 重要案件については、詳しい資料を添付し、決定のプロセ

スを開示すべき（例：水道料） 
インターネット、資料等により充分に活用してもらう。 

６ 議会提案もすべきである。 議会基本条例を基本に考慮していく。 

７   

８   

 


